
    令和３年10月15日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第354号      

- 1 - 

 

 

阪神水道企業団公報 
令和３年10月15日㈮ 

第354号 

毎月15日発行 

 

目  次 

 

◇規  則◇ 

○ 阪神水道企業団公印規則等の一部を改正する規則 

 

◇訓  令◇ 

○ 阪神水道企業団文書規程の一部を改正する規程 

 

◇規     則◇ 

 

阪神水道企業団公印規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年９月16日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団規則第６号 

阪神水道企業団公印規則等の一部を改正する規則 

（阪神水道企業団公印規則の一部改正） 

第１条 阪神水道企業団公印規則（昭和35年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

（阪神水道企業団職員の退職管理に関する規則の一部改正） 

第２条 阪神水道企業団職員の退職管理に関する規則（平成28年規則第５号）の一部を次の

ように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 
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備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
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（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（平成７年

規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（審査の申立て） 

第 23 条 省略 

２ 前項の書面（以下「審査申立書」と

いう。）には、次に掲げる事項を記載

し、審査を申し立てようとする者が記

名して、正副２通を、書類、記録その

他の資料を添えて審査会に提出しなけ

ればならない。 

⑴から⑹まで 省略 

３ 省略 

 

 

（審査の申立て） 

第23条 省略 

２ 前項の書面（以下「審査申立書」と

いう。）には、次に掲げる事項を記載

し、審査を申し立てようとする者が記

名押印して、正副２通を、書類、記録

その他の資料を添えて審査会に提出し

なければならない。 

⑴から⑹まで 省略 

３ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の改正規定は、令和４年４月１日か

ら施行する。 

 

 

◇訓     令◇ 

 

訓令第４号 

庁中一般  

各  所  

阪神水道企業団文書規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和３年 10 月６日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団文書規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団文書規程（平成16年訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（文書の収蔵） 

第30条 省略 

 

（文書の収蔵） 

第30条 省略 
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２から３まで 省略 

４ 総務課長は、保管中の収蔵文書について

成冊後30年を経過したものは、当該保管の

適否を審査し、適宜見直さなければならな

い。 

（場センター所における文書の収蔵） 

第30条の２ 省略 

２ 第28条第２項及び第３項並びに前条第３

項及び第４項の規定は、前項の規定による

文書の収蔵について準用する。この場合に

おいて、第28条第２項中「前項の規定によ

らないこと」とあるのは「第30条の２第１

項の規定によらないこと」と、同条第３項

中「前項の規定により本庁の課室」とある

のは「第30条の２第２項の規定により準用

する第28条第２項の規定により、場センタ

ー所の事務室」と、「総務課長に引き継

ぐ」とあるのは「書庫に収蔵する」と、前

条第４項中「総務課長は」とあるのは「場

所長は」と、読み替えるものとする。 

（文書の廃棄） 

第35条 総務課長及び場所長は、その管理す

る収蔵文書で保存期間が満了したもの（第

27条に規定するものを除く。次項において

同じ。）又は第30条第４項の規定に基づき

審査した結果、保存する必要のないもの

を、収蔵文書廃棄簿により、毎年７月末日

までに、廃棄しなければならない。この場

合において、総務課長は、当該文書を所管

する本庁の課室長へ合議しなければならな

い。 

２及び３ 省略 

 

２から３まで 省略 

 

 

 

 

（場センター所における文書の収蔵） 

第30条の２ 省略 

２ 第28条第２項及び第３項並びに前条第３

項の規定は、前項の規定による文書の収蔵

について準用する。この場合において、

「前項の規定によらないこと」とあるのは

「第30条の２第１項の規定によらないこ

と」と、「前項の規定により本庁の課室

（分課規程第１条に規定する課及び室をい

う。以下同じ。）」とあるのは「第30条の

２第２項の規定により準用する第28条第２

項の規定により、場センター所の事務室」

と、「総務課長へ引き継ぐ」とあるのは

「書庫に収蔵する」と、読み替えるものと

する。 

（文書の廃棄） 

第35条 総務課長及び場所長は、その管理す

る収蔵文書で保存期間が満了したもの（第

27条に規定するものを除く。次項において

同じ。）を、収蔵文書廃棄簿により、毎年

７月末日までに、廃棄しなければならな

い。この場合において、総務課長は、当該

文書を所管する本庁の課室長へ合議しなけ

ればならない。 

 

 

２及び３ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 


